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会社は本日、名古屋地本・加

藤誠二組合員に対し、不当に

も懲戒解雇処分を発令した。

「 」会社が 内部文書を窃取した

ことをデッチ上げての不当処

分である。事実無根の理由を

もっての懲戒解雇処分は、絶

対認められない！

不当処分を絶対許さない！

会社はただちに懲戒解雇処
分を撤回し、加藤組合員を
職場に復帰させろ！
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